
 

 

 

 

１・２年生保護者の皆様へ 

 本年度、教職員の働き方改革が話題となり、部活動の在り方についてさまざまな立場から多く

の議論が今も行われています。これまで、本校では、部活動は生徒の自己実現の場となっており、

教育課程外とはいえ、教育的意義の高い活動と捉えてきました。昨年「運動部活動の在り方に関

する総合的なガイドライン」（スポーツ庁 H30.3）、「部活動指導ガイドライン」（愛知県教育委員

会 H30.9）、「設置する学校に係る部活動の方針」（扶桑町教育委員会 H30.11）が示されました。

この方針を受け、生徒の意欲を大切にしながら、時間から質への転換を図ろうと考えています。

平成 31 年度本校の部活動についての方針をお知らせします。詳細については、ＰＴＡ総会(4/22)・

部活動懇談会(6/1)で説明いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

平成 31年度 部活動について 

１ 部活動の考え方 

・ 健全な趣味・特技を育て、余暇を有意義に活用できる知識・技能・習慣を身に付ける。 

・ 自主性・協調性・責任感・連帯感などを育成すると共に、仲間や教師（顧問）との人間的な

ふれあいの場とする。 

・ 希望者が３年間活動を続けたい部に登録する。クラブチームや習い事等で余暇の充実が図れ

ている生徒は、登録しなくてもよい。（自由登録制実施） 

・ ３年間同じ部で活動することが望ましいが、健康・体力面などで活動を継続できない場合は、

個々の状況に応じて、転部、退部を行う。 

・ 活動は、年間・月間の計画を立てて行う。生徒・保護者に周知する。 

・ 部活動懇談会を開催し、保護者の理解と協力を得る。 

２ 部編成 

＜運動部＞ 

 野球、ソフトボール、バスケットボール男子、バスケットボール女子、卓球男子、 

卓球女子、水泳、サッカー、ソフトテニス女子、バレーボール女子、剣道、ハンドボール男子 

＜文化部＞ 

 吹奏楽、美術、パソコン、文芸（H31より新規部員登録せず、夏までの活動） 

＜大会前に参加者を募集する部＞ 

 陸上競技、駅伝 
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３ 活動時間 

（１） 平日（火～金曜日） 朝、業後の練習あわせて２時間程度 

① 朝練習について 

・活動時間 ７：２０～７：５５（３５分間） 

・４～７月は「原則行わない」。ただし、大会やコンクール直前２週間（８日間）を上限 

として、校長の許可を得て活動する。 

・９～３月は、平日の活動時間２時間程度を確保するため、部によっては行うことがで 

きる。 

② 業後の練習について 

・活動時間 （帰りの ST 終了１６：０５より活動終了時刻まで） 

・月曜日は、朝・業後ともに休養日とする。 

・定期テストの試験週間および定期テスト最終日まで、部活動を行わない。課題（実力） 

テストの１日目も行わない。 

・日没の早い１１月～１月は、業後の部活動を行わない。 

部活動終了・最終下校時刻 

期  間 活動終了 下校完了 

４・５・６・７月（原則 活動は業後のみ実施） １７：４５ １８：００ 

９月 １７：３０ １７：４５ 

１０月 １６：４５ １７：００ 

１１・１２・１月（部活動は朝のみ実施）  １６：４０ 

２月 １６：４５ １７：００ 

３月 １７：１５ １７：３０ 

＊長期休業中（夏季・冬季・春季） １６：３０ １６：４５ 

（２） 休日・祭日および長期休業中 ３時間程度 

・生徒の健康や家庭での時間確保を十分に配慮し、計画を立てる。 

・土曜日・日曜日どちらかを休養日とする。 

・大会･コンクール等でやむを得ず土曜日・日曜日両日行う場合は､休養日の代替を行う。 

・長期休業中は、土曜日・日曜日の活動を行わない。 

（３） 陸上競技、駅伝競技の練習 

・大会の前、練習に参加する生徒を全校生徒から募集し進める。 

・練習は、業後の部活動終了後１時間程度行う。（平成 31年度は、朝練を行う場合もあ 

る） 

・帰宅時間が遅くなる時期は、特別の自転車通学を許可する。 

＊＊＊ゴシック体で記した箇所が、平成３１年度からの変更点です＊＊＊ 


